
随意契約により締結する契約の内容等 

 

令和８年（2026 年）３月 23 日 

 

地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の２第１項第３号の規程を準用

し、随意契約の方法により締結する契約の内容を次のとおり公表します。 

実施機関名  地方独立行政法人北海道立総合研究機構 

 買い入れる若しくは借り

入れる物品又は提供を受

ける役務の名称及び数量 

 

北海道総合研究プラザ庁舎清掃業務一式 

 

契約を締結する時期 令和８年（2026 年）３月下旬 

契約の相手方の選定方法 特定の１者を契約の相手方として選定 

契約の相手方の選定基準  地方自治法施行令第 167 条の２第１項第３号の規程

及び道が定める「特定随意契約に係る事務取扱要領」に

基づき、保健福祉部⾧が作成する名簿に登載されている

ものの中から選定。 

契約する者に必要な資格  

契約の方法及び期限 契約の方法：随意契約による見積書の提出 

提 出 期 限 ：令和８年（2026 年）３月 17 日（火） 

17 時 30 分まで 

その他  

上記契約の締結情報を次のとおり公表します。 

令和８年（2026 年）３月 27 日 

 契約を締結した年月日 令和８年（2026 年）３月 27 日  

契約の相手方の氏名及び

住所 
社会福祉法人北海道母子寡婦福祉連合会 

契約金額 ４，６２０，０００円 

契約の相手方を選定した

理由 

地方独立行政法人北海道立総合研究機構契約事務取扱

規則第 28 条第１項第１号 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第３号 

 

 

 

 


